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 （提案理由） 

 この案を提出するのは、地方税法の一部が改正されたことに伴い、関係条例の一

部を改正するため必要があるからである。 





大口町税条例等の一部を改正する条例 

 

（大口町税条例の一部改正） 

第１条 大口町税条例（昭和３８年大口町条例第１５号）の一部を次のように改正

する。 

第２２条中「第４６条第３項」を「第４６条第５項」に改める。 

第２５条第１項中「所得割」を「所得割額」に、「によって」を「により」に

改め、同条第３項中「この節」の次に「（第４６条第１０項から第１２項までを

除く。）」を加える。 

第２６条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中「１２５万

円」を「１３５万円」に改め、同条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配

偶者」に改め、「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を加える。 

第３３条の２中「場合は」を「場合には」に改め、「扶養控除額を、」の次に

「前年の合計所得金額が２，５００万円以下である」を加える。 

第３３条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，５００

万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号ア中「に

おいては」を「には」に改める。 

第３５条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「に

よって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第２条

第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加

える。 

第４６条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項において

「納税申告書」という。）」を加え、同条第７項を同条第９項とし、同条第６項

を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」に改め、

同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「、当該税

額に」を削り、「第５項第１号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を

有する法人」を「内国法人」に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第４
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項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この

条において「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及

び第１０項又は第６８条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合

には、法第３２１条の８第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところ

により、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除

する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６

８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２

１条の８第２５項及び令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除す

べき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

第４６条に次の３項を加える。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、第１項

の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の町民税の申告に

ついては、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施行規則で定めるとこ

ろにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項において「申

告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１２項において「機

構」という。）を経由して行う方法その他施行規則で定める方法により町長に

提供することにより、行わなければならない。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載

された納税申告書により行われたものとみなして、この条例の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、法第７６２条第１号の機構

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記

録がされた時に同項に規定する町長に到達したものとみなす。 

第５０条第２項中「第４６条第５項」を「第４６条第７項」に、「同条第５項」

を「同条第７項」に改め、同条第５項中「第４６条第５項」を「第４６条第７項」

に、「同条第５項」を「同条第７項」に改める。 
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第８４条を第８４条の２とし、第２章第４節中同条の前に次の１条を加える。 

（製造たばこの区分） 

第８４条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係

る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 

(1) 喫煙用の製造たばこ 

ア 紙巻たばこ 

イ 葉巻たばこ 

ウ パイプたばこ 

エ 刻みたばこ 

オ 加熱式たばこ 

(2) かみ用の製造たばこ 

(3) かぎ用の製造たばこ 

第８５条の次に次の１条を加える。 

（製造たばことみなす場合） 

第８５条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリ

ンその他の物品又はこれらの混合物を充 したもの（たばこ事業法第３条第１

項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの

喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの

混合物を充 したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であ

って加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充 

したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに

準ずる者として施行規則第８条の２の２で定める者により売渡し、消費等又は

引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条及び次条第３項第

１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、製造たばことみな

して、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用

具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

第８６条第１項中「第８４条第１項」を「第８４条の２第１項」に改め、「消

費等」の次に「（以下この条及び第９０条において「売渡し等」という。）」を

- 3 -



加え、同条第２項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式たばこを除く。）」

を加え、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の

右欄」に改め、同項後段を削り、同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻

たばこ」に改め、同号イ中「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第４

項中「前項」を「前２項」に改め、「関し、」の次に「第４項の」を、「重量」の

次に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量」を加え、同項を

同条第６項とし、同項の前に次の１項を加える。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個

当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式た

ばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとする。 

第８６条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻き

たばこの」を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に掲げる方法により同

号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」

に、「第８４条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売

渡し等」に、「同欄に掲げる」を「第８４条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たば

こ」を「紙巻たばこ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第

２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した

紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。 

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムを

もって紙巻たばこの１本に換算する方法 

(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２の２で定

めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって紙巻たばこの
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０．５本に換算する方法 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻た

ばこの１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成

３０年法律第７号）附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一

般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関す

る法律（平成１０年法律第１３７号）第８条第１項に規定するたばこ特別税

の税率、法第７４条の５に規定するたばこ税の税率及び法第４６８条に規定

するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額の合計額を１０

０分の６０で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）をもって

紙巻たばこの０．５本に換算する方法 

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１項又は第２

項の認可を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式たばこ 当

該小売定価に相当する金額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第２章第３節の規定に

より課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和５９年法律第７

２号）第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額 

第８６条に次の４項を加える。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める

金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式た

ばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの

本数に換算する方法により行うものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号ア

に定める金額又は紙巻たばこの１本のたばこ税に相当する金額に１銭未満の端

数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する

数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その
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端数を切り捨てるものとする。 

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施

行規則で定めるところによる。 

第８７条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。 

第８８条第３項中「第８４条」を「第８４条の２」に改める。 

第９０条第１項中「第８４条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは

消費等」を「売渡し等」に改める。 

附則第３条の２第１項中「第４６条第３項」を「第４６条第５項」に改める。 

附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た

金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を加える。 

附則第１０条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第３項を

削り、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６

号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「３分の２」を「４分の３」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第１５条の８第４項」を「附

則第１５条の８第２項」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第７項を第６項

とし、第８項を第７項とし、同項の次に次の１項を加える。 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市

町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

附則第１０条の２中第１３項を第１５項とし、第１２項を第１４項とし、第１

１項を削り、同条第１０項中「２分の１」を「４分の３」に改め、同項を同条第

１１項とし、同項の次に次の２項を加える。 

１２ 法附則第１５条第３２項第３号ロに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３２項第３号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

附則第１０条の２第９項中「２分の１」を「４分の３」に改め、同項を同条第

１０項とし、同項の前に次の１項を加える。 

９ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定する設備について同号に規定する市
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町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

１６ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は１００分

の０（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本計画

（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項に規定す

る同意導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に供する法

附則第１５条第４７項に規定する機械装置等にあっては、１００分の０）とす

る。 

附則第１０条の３第３項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第１５条の８

第１項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第８

項」に改め、同条第４項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第

２項」に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１号

ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条の８第５項」を「附則第１５条の８第

３項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第１５

項」に、「同条第１７項」を「同条第８項」に改め、同条第６項中「附則第１２

条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同条第７項中「附則第７条第

９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第１２条第

３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第３

１項」を「附則第１２条第２２項」に改め、同条第８項中「附則第７条第１０項

各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第３８

項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条第９項中「附則第７条第１１項各

号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同条第１０項中「附則第７条第１２

項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、同項第５号中「附則第１２条第

３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同条第１１項中「附則第７条第１

４項」を「附則第７条第１３項」に、「附則第１２条第２６項」を「附則第１２

条第１７項」に改め、同項第５号中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１

３項」に改め、同条に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規
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定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１

１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等

の活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平

成１８年政令第３７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は

同条第４号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１７条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第３７

条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９」に改め

る。 

第２条 大口町税条例の一部を次のように改正する。 

第８６条第３項中「０．８」を「０．６」に、「０．２」を「０．４」に改め

る。 

附則第１０条の２第１４項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４

３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第４

４項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４

６項」に改める。 

第３条 大口町税条例の一部を次のように改正する。 
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第８６条第３項中「０．６」を「０．４」に、「０．４を」を「０．６を」に改

め、同項第３号中「附則第４８条第１項第１号」を「附則第４８条第１項第２号」

に改める。 

第８７条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。 

第４条 大口町税条例の一部を次のように改正する。 

第８６条第３項中「０．４を」を「０．２を」に、「０．６」を「０．８」に改

め、同項第３号中「所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）

附則第４８条第１項第２号に定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）

第１１条第１項に規定する」に改め、同号イ中「（昭和５９年法律第７２号）」

を削る。 

第８７条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。 

第５条 大口町税条例の一部を次のように改正する。 

第８５条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。 

第８６条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に０．２を

乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たば

この本数に０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法に

より換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」を削り、同項第１号

を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条第４

項中「又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り、同条第５項中「第３項第２号」を

「第３項第１号」に改め、同条第７項中「第３項第３号」を「第３項第２号」に

改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を「第３項第２号ア」に改め、同条第９

項を削り、同条第１０項を同条第９項とする。 

（大口町税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 大口町税条例等の一部を改正する条例（平成２７年大口町条例第２０号）

の一部を次のように改正する。 

附則第５条第２項中「新条例」を「大口町税条例」に改め、同項第３号中「平

成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０日」に改め、同条第４項中「新条
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例第８４条第１項」を「大口町税条例第８４条の２第１項」に改め、同条第１３

項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０月１日」に、「１，２６２円」

を「１，６９２円」に改め、同条第１４項の表第５項の項中「平成３１年４月３

０日」を「平成３１年１０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３１年９

月３０日」を「平成３２年３月３１日」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中大口町税条例第８４条を第８４条の２とし、第２章第４節中同条の

前に１条を加える改正規定、第８５条の次に１条を加える改正規定並びに第８

６条から第８８条まで及び第９０条の改正規定並びに第６条並びに附則第４条

から第６条までの規定 平成３０年１０月１日 

(2) 第１条中大口町税条例第２６条第２項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同

一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び第３５条の２第１項の改正規定並

びに同条例附則第１７条の２第３項の改正規定並びに次条第１項の規定 平成

３１年１月１日 

(3) 第２条の規定（次号に掲げる改正規定を除く。） 平成３１年４月１日 

(4) 第２条中大口町税条例第８６条第３項の改正規定 平成３１年１０月１日 

(5) 第１条中大口町税条例第２５条第１項及び第３項並びに第４６条第１項の改

正規定並びに第４６条に３項を加える改正規定並びに次条第３項の規定 平成

３２年４月１日 

(6) 第３条並びに附則第７条及び第８条の規定 平成３２年１０月１日 

(7) 第１条中大口町税条例第２６条第１項第２号の改正規定、同条第２項の改正

規定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに第３３条の２及び第３３条の

６の改正規定並びに同条例附則第５条の改正規定並びに次条第２項の規定 平

成３３年１月１日 

(8) 第４条並びに附則第９条及び第１０条の規定 平成３３年１０月１日 
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(9) 第５条の規定 平成３４年１０月１日 

(10) 第１条中大口町税条例附則第１０条の２に１項を加える改正規定（同条第

１６項に係る部分に限る。） 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）の施行の日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の大口町税条例の規定中個人の町民

税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、

平成３０年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の大口町税条例の規定中個人の町民税に

関する部分は、平成３３年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成

３２年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の大口町税条例（次条第１項において「新条例」と

いう。）第２５条第１項及び第３項並びに第４６条第１０項から第１２項までの

規定は、前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の

町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、

同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度

分の法人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「旧法」という。）

附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課
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する固定資産税については、なお従前の例による。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第５条 平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及

び第２号に規定する売渡しを除く。附則第８条第１項及び第１０条第１項におい

て「売渡し等」という。）が行われた製造たばこ（大口町税条例等の一部を改正

する条例（平成２７年大口町条例第２０号）附則第６条第１項に規定する紙巻た

ばこ３級品を除く。以下この項及び第５項において「製造たばこ」という。）を

同日に販売のため所持する卸売販売業者等（附則第１条第１号に掲げる規定によ

る改正後の大口町税条例（第４項及び第５項において「３０年新条例」という。）

第９２条の２第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販

売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（平

成３０年法律第７号。附則第８条第１項及び第１０条第１項において「所得税法

等改正法」という。）附則第５１条第１項の規定により製造たばこの製造者とし

て当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものと

みなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合

には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持される

ものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税

を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、１，０００本につき

４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２４号）別記第
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２号様式による申告書を平成３０年１０月３１日までに町長に提出しなければな

らない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、その申

告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規

則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなければなら

ない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ

か、３０年新条例第２１条、第８６条第４項及び第５項、第９２条の２並びに第

９３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３０年新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２１条 第９０条第１項若しくは第

２項、 

大口町税条例等の一部を改

正する条例(平成３０年大口

町条例第  号。以下この条

及び第２条第４節において

「平成３０年改正条例」とい

う。附則第５条第３項、 

第２１条第２号 第９０条第１項若しくは第

２項 

平成３０年改正条例附則第

５条第２項 

第２１条第３号 第７４条の６第１項の申告

書、第９０条第１項若しくは

第２項の申告書又は第１３

９条第１項の申告書でその

提出期限 

平成３０年改正条例附則第

５条第３項の納期限 

第９０条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成３０年総

務省令第２４号）別記第２様

式 
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第９０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

５条第３項 

第９２条の２第

１項 

第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

５条第２項 

 当該各項 同項 

第９３条第２項 第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

５条第３項 

５ ３０年新条例第９１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由によ

り、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、

第１項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受け

た卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、

施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定

する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及

びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造た

ばこについて第１項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであ

った旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごと

の本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。 

（手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置） 

第６条 平成３０年１０月１日から平成３１年９月３０日までの間における前条第

４項の規定の適用については、同項の表第２１条第３号の項中「第７４条の６第

１項の申告書、第９０条第１項」とあるのは、「第９０条第１項」とする。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第８条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売の

ため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者

が所得税法等改正法附則第５１条第９項の規定により製造たばこの製造者として
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当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ

なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を

課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、１，０００本につき４

３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごと

に、地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年総務省令第２５号。附

則第１０条第２項において「平成３０年改正規則」という。）別記第２号様式に

よる申告書を平成３２年１１月２日までに町長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに、その

申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しな

ければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ

か、第３条の規定による改正後の大口町税条例（以下この項及び次項において「３

２年新条例」という。）第２１条、第９０条第４項及び第５項、第９２条の２並

びに第９３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３２

年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第２１条 第９０条第１項若しくは第

２項、 

大口町税条例等の一部を改

正する条例(平成３０年大口

町条例第  号。以下この条

及び第２条第４節において

「平成３０年改正条例」とい

う。附則第８条第３項、 
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第２１条第２号 第９０条第１項若しくは第

２項 

平成３０年改正条例附則第

８条第２項 

第２１条第３号 第７４条の６第１項の申告

書、第９０条第１項若しくは

第２項の申告書又は第１２

５条の２第１項の申告書で

その提出期限 

平成３０年改正条例附則第

８条第３項の納期限 

第９０条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号）別記第２号

様式 

第９０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

８条第３項 

第９２条の２第

１項 

第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

８条第２項 

 当該各項 同項 

第９３条第２項 第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

８条第３項 

５ ３２年新条例第９１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由によ

り、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、

第１項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受け

た卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、

施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定

する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及

びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造た

ばこについて第１項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであ

った旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごと

の本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければなら
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ない。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第９条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日

前に課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第１０条 平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売

のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの

者が所得税法等改正法附則第５１条第１１項の規定により製造たばこの製造者と

して当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの

とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者

が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場

合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合に

は町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持され

るものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ

税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、１，０００本につ

き４３０円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごと

に、平成３０年改正規則別記第２号様式による申告書を平成３３年１１月１日ま

でに町長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに、その

申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付しな

ければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほ

か、第４条の規定による改正後の大口町税条例（以下この項及び次項において「３

３年新条例」という。）第２１条、第９０条第４項及び第５項、第９２条の２並

びに第９３条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる３３

年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句
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とする。 

第２１条 第９０条第１項若しくは第

２項、 

大口町税条例等の一部を改

正する条例(平成３０年大口

町条例第  号。以下この条

及び第２条第４節において

「平成３０年改正条例」とい

う。附則第１０条第３項、 

第２１条第２号 第９０条第１項若しくは第

２項 

平成３０年改正条例附則第

１０条第２項 

第２１条第３号 第７４条の６第１項の申告

書、第９０条第１項若しくは

第２項の申告書又は第１２

５条の２第１項の申告書で

その提出期限 

平成３０年改正条例附則第

１０条第３項の納期限 

第９０条第４項 施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成３０年総

務省令第２５号）別記第２号

様式 

第９０条第５項 第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

１０条第３項 

第９２条の２第

１項 

第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

１０条第２項 

 当該各項 同項 

第９３条第２項 第９０条第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第

１０条第３項 

５ ３３年新条例第９１条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由によ

り、町の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、

第１項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受け
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た卸売販売業者等について準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、

施行規則第１６条の２の５又は第１６条の４の規定により、これらの規定に規定

する申告書に添付すべき施行規則第１６号の５様式による書類中「返還の理由及

びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造た

ばこについて第１項の規定により町たばこ税が課された、又は課されるべきであ

った旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごと

の本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければなら

ない。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第１条関係） 

新 旧 

（年当たりの割合の基礎となる日数） （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第２２条 前条、第４１条の２第２項、第４６

条第５項、第４８条第２項、第５０条第１項

及び第４項、第５１条の１２第２項、第６６

条第２項、第９０条第５項、第９３条第２項、

第１２５条第２項並びに第１２６条第２項の

規定に定める延滞金の額の計算につきこれら

の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日

を含む期間についても、３６５日当たりの割

合とする。 

第２２条 前条、第４１条の２第２項、第４６

条第３項、第４８条第２項、第５０条第１項

及び第４項、第５１条の１２第２項、第６６

条第２項、第９０条第５項、第９３条第２項、

第１２５条第２項並びに第１２６条第２項の

規定に定める延滞金の額の計算につきこれら

の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日

を含む期間についても、３６５日当たりの割

合とする。 

（町民税の納税義務者等） （町民税の納税義務者等） 

第２５条 町民税は、第１号の者に対しては均

等割額及び所得割額の合算額により、第３号

の者に対しては均等割額及び法人税割額の合

算額により、第２号及び第４号の者に対して

は均等割額により、第５号の者に対しては法

人税割額により課する。 

第２５条 町民税は、第１号の者に対しては均

等割額及び所得割の合算額によって、第３号

の者に対しては均等割額及び法人税割額の合

算額によって、第２号及び第４号の者に対し

ては均等割額によって、第５号の者に対して

は法人税割額によって課する。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めがあり、かつ、令第４７条に規定す

る収益事業を行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。第３０条第

２項の表の第１号において「人格のない社団

等」という。）又は法人課税信託の引受けを

行うものは、法人とみなして、この節（第４

６条第１０項から第１２項までを除く。）の

規定中法人の町民税に関する規定を適用す

る。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理

人の定めがあり、かつ、令第４７条に規定す

る収益事業を行うもの（当該社団又は財団で

収益事業を廃止したものを含む。第３０条第

２項の表の第１号において「人格のない社団

等」という。）又は法人課税信託の引受けを

行うものは、法人とみなして、この節の規定

中法人の町民税に関する規定を適用する。 

（個人の町民税の非課税の範囲） （個人の町民税の非課税の範囲） 

第２６条 次の各号のいずれかに該当する者に

対しては、個人の町民税（第２号に該当する

者にあっては、第５１条の２の規定により課

する所得割（以下「分離課税に係る所得割」

という。）を除く。）を課さない。ただし、

第２６条 次の各号のいずれかに該当する者に

対しては、個人の町民税（第２号に該当する

者にあっては、第５１条の２の規定によって

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」

という。）を除く。）を課さない。ただし、
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新 旧 

法の施行地に住所を有しない者については、

この限りでない。 

法の施行地に住所を有しない者については、

この限りでない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これ

らの者の前年の合計所得金額が１３５万円

を超える場合を除く。） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これ

らの者の前年の合計所得金額が１２５万円

を超える場合を除く。） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が２８万円にその者の同一生計配偶者及び扶

養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額

に１０万円を加算した金額（その者が同一生

計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に１６万８，０００円を加算した金額）

以下である者に対しては、均等割を課さない。

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみ

を課すべきもののうち、前年の合計所得金額

が２８万円にその者の控除対象配偶者及び扶

養親族の数に１を加えた数を乗じて得た金額

（その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有

する場合には、当該金額に１６万８，０００

円を加算した金額）以下である者に対しては、

均等割を課さない。 

（所得控除） （所得控除） 

第３３条の２ 所得割の納税義務者が法第３１

４条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に

該当する場合には、同条第１項及び第３項か

ら第１２項までの規定により雑損控除額、医

療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）

控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配

偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合

計所得金額が２，５００万円以下である所得

割の納税義務者については、同条第２項、第

７項及び第１２項の規定により基礎控除額を

それぞれその者の前年の所得について算定し

た総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。 

第３３条の２ 所得割の納税義務者が法第３１

４条の２第１項各号のいずれかに掲げる者に

該当する場合は、同条第１項及び第３項から

第１２項までの規定により雑損控除額、医療

費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保

険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶

者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納

税義務者については、同条第２項、第７項及

び第１２項の規定により基礎控除額をそれぞ

れその者の前年の所得について算定した総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額から

控除する。 

（調整控除） （調整控除） 

第３３条の６ 前年の合計所得金額が２，５０

０万円以下である所得割の納税義務者につい

ては、その者の第３３条の３の規定による所

得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額を控除する。 

第３３条の６ 所得割の納税義務者について

は、その者の第３３条の３の規定による所得

割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める金額を控除する。 

(1) 当該納税義務者の第３３条の３第２項に (1) 当該納税義務者の第３３条の３第２項に
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新 旧 

規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額の合計額（以下こ

の条において「合計課税所得金額」という。）

が２００万円以下である場合 次に掲げる

金額のうちいずれか少ない金額の１００分

の３に相当する金額 

規定する課税総所得金額、課税退職所得金

額及び課税山林所得金額の合計額（以下こ

の条において「合計課税所得金額」という。）

が２００万円以下である場合 次に掲げる

金額のうちいずれか少ない金額の１００分

の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１

４条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に

係る同表の下欄に掲げる金額を合算した

金額を加算した金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１

４条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義

務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合

算した金額を加算した金額 

イ 略 イ 略 

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が２

００万円を超える場合 アに掲げる金額か

らイに掲げる金額を控除した金額（当該金

額が５万円を下回る場合には、５万円とす

る。）の１００分の３に相当する金額 

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が２

００万円を超える場合 アに掲げる金額か

らイに掲げる金額を控除した金額（当該金

額が５万円を下回る場合には、５万円とす

る。）の１００分の３に相当する金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１

４条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合には、当該納税義務者に

係る同表の下欄に掲げる金額を合算した

金額を加算した金額 

ア ５万円に、当該納税義務者が法第３１

４条の６第１号イの表の上欄に掲げる者

に該当する場合においては、当該納税義

務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合

算した金額を加算した金額 

イ 略 イ 略 

（町民税の申告） （町民税の申告） 

第３５条の２ 第２５条第１項第１号に掲げる

者は、３月１５日までに、施行規則第５号の

４様式（別表）による申告書を町長に提出し

なければならない。ただし、法第３１７条の

６第１項又は第４項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提出する義

務がある者から１月１日現在において給与又

は公的年金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかったもの

（公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額（令第４８条の

９の７に規定するものを除く。）、小規模企

第３５条の２ 第２５条第１項第１号の者は、

３月１５日までに、施行規則第５号の４様式

（別表）による申告書を町長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１

項又は第４項の規定によって給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から１月１日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係

る所得以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７

に規定するものを除く。）、小規模企業共済
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業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地

震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額（所得税法第２条第１項第３３号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に係るもの

を除く。）若しくは法第３１４条の２第５項

に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控

除、法第３１３条第８項に規定する純損失の

金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第３３条

の７の規定により控除すべき金額（以下この

条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下こ

の条において「給与所得等以外の所得を有し

なかった者」という。）及び第２６条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。）について

は、この限りでない。 

等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険

料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額若しくは法第３１４条の２第５項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３

１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第３３条の７の規

定によって控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除

を受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなかっ

た者」という。）及び第２６条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄の(2)に掲げる者を除く。）については、こ

の限りでない。 

２～８ 略 ２～８ 略 

（法人の町民税の申告納付） （法人の町民税の申告納付） 

第４６条 町民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項、第１９項、第２２項及び第２３項の規

定による申告書（第１０項及び第１１項にお

いて「納税申告書」という。）を、同条第１

項、第２項、第４項、第１９項及び第２３項

の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定

による納期限までに、同条第２２項の申告納

付にあっては遅滞なく町長に提出し、及びそ

の申告に係る税金又は同条第１項後段及び第

３項の規定により提出があったものとみなさ

れる申告書に係る税金を施行規則第２２号の

４様式による納付書により納付しなければな

らない。 

第４６条 町民税を申告納付する義務がある法

人は、法第３２１条の８第１項、第２項、第

４項、第１９項、第２２項及び第２３項の規

定による申告書を、同条第１項、第２項、第

４項、第１９項及び第２３項の申告納付にあ

ってはそれぞれこれらの規定による納期限ま

でに、同条第２２項の申告納付にあっては遅

滞なく町長に提出し、及びその申告に係る税

金又は同条第１項後段及び第３項の規定によ

り提出があったものとみなされる申告書に係

る税金を施行規則第２２号の４様式による納

付書により納付しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しく

は事業所を有する法人（以下この条において

「内国法人」という。）が、租税特別措置法
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第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８

条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を

受ける場合には、法第３２１条の８第２４項

及び令第４８条の１２の２に規定するところ

により、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９

の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３

の３第４項及び第１０項の規定の適用を受け

る場合には、法第３２１条の８第２５項及び

令第４８条の１２の３に規定するところによ

り、控除すべき額を第１項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。 

 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等

を課された場合には、法第３２１条の８第２

６項及び令第４８条の１３に規定するところ

により、控除すべき額を第１項の規定により

申告納付すべき法人税割額から控除する。 

２ 法の施行地に本店若しくは主たる事務所若

しくは事業所を有する法人又は外国法人が、

外国の法人税等を課された場合には、法第３

２１条の８第２６項及び令第４８条の１３に

規定するところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割額から

控除する。 

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告

書（同条第２１項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納

付する場合には、当該税金に係る同条第１項、

第２項、第４項又は第１９項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納

期限とする。第７項第１号において同じ。）

の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該税額に年１４．６パーセント（申告

書を提出した日（同条第２３項の規定の適用

がある場合において、当該申告書がその提出

期限前に提出されたときは、当該提出期限）

までの期間又はその期間の末日の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額

に相当する延滞金を加算して施行規則第２２

号の４様式による納付書により納付しなけれ

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告

書（同条第２１項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納

付する場合には、当該税額に、当該税金に係

る同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

の納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。第５項第１号に

おいて同じ。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パー

セント（申告書を提出した日（同条第２３項

の規定の適用がある場合において、当該申告

書がその提出期限前に提出されたときは、当

該提出期限）までの期間又はその期間の末日

の翌日から１月を経過する日までの期間につ

いては、年７．３パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金を加算して

施行規則第２２号の４様式による納付書によ
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ばならない。 り納付しなければならない。 

６ 略 ４ 略 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８

第２２項に規定する申告書（以下この項にお

いて「修正申告書」という。）の提出があっ

たとき（当該修正申告書に係る町民税につい

て同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき

税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の

提出により納付すべき税額（当該当初申告書

に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に

限る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により町民税を免れた法人が法第３２１条の

１１第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に

係る町民税又は令第４８条の１６の２第３項

に規定する町民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８

第２２項に規定する申告書（以下この項にお

いて「修正申告書」という。）の提出があっ

たとき（当該修正申告書に係る町民税につい

て同条第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき

税額を減少させる更正（これに類するものを

含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の

提出により納付すべき税額（当該当初申告書

に係る税額（還付金の額に相当する税額を含

む。）に達するまでの部分に相当する税額に

限る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為

により町民税を免れた法人が法第３２１条の

１１第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に

係る町民税又は令第４８条の１６の２第３項

に規定する町民税にあっては、第１号に掲げ

る期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

８・９ 略 ６・７ 略 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特

定法人である内国法人は、第１項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされている

法人の町民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第４２項及び施行規則で

定めるところにより、納税申告書に記載すべ

きものとされている事項（次項において「申

告書記載事項」という。）を、法第７６２条

第１号に規定する地方税関係手続用電子情報
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処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第

１２項において「機構」という。）を経由し

て行う方法その他施行規則で定める方法によ

り町長に提供することにより、行わなければ

ならない。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告に

ついては、申告書記載事項が記載された納税

申告書により行われたものとみなして、この

条例の規定を適用する。 

 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申

告は、法第７６２条第１号の機構の使用に係

る電子計算機（入出力装置を含む。）に備え

られたファイルへの記録がされた時に同項に

規定する町長に到達したものとみなす。 

 

（法人の町民税に係る納期限の延長の場合の

延滞金） 

（法人の町民税に係る納期限の延長の場合の

延滞金） 

第５０条 略 第５０条 略 

２ 第４６条第７項の規定は、前項の延滞金額

について準用する。この場合において、同条

第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により町民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る町民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第５０条第１項の法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には、同日）から第

５０条第１項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。 

２ 第４６条第５項の規定は、前項の延滞金額

について準用する。この場合において、同条

第５項中「前項の規定にかかわらず、次に掲

げる期間（詐偽その他不正の行為により町民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る町民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第５０条第１項の法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日より前である場合には、同日）から第

５０条第１項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

５ 第４６条第７項の規定は、前項の延滞金額

について準用する。この場合において、同条

第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲

５ 第４６条第５項の規定は、前項の延滞金額

について準用する。この場合において、同条

第５項中「前項の規定にかかわらず、次に掲
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げる期間（詐偽その他不正の行為により町民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る町民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第５０条第４項の連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を

経過した日より前である場合には、同日）か

ら第５０条第４項の申告書の提出期限までの

期間」と読み替えるものとする。 

げる期間（詐偽その他不正の行為により町民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項

又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る町民税

又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第５０条第４項の連結法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を

経過した日より前である場合には、同日）か

ら第５０条第４項の申告書の提出期限までの

期間」と読み替えるものとする。 

６ 略 ６ 略 

第４節 町たばこ税 第４節 町たばこ税 

（製造たばこの区分）  

第８４条 製造たばこの区分は、次に掲げると

おりとし、製造たばこ代用品に係る製造たば

この区分は、当該製造たばこ代用品の性状に

よるものとする。 

 

(1) 喫煙用の製造たばこ  

ア 紙巻たばこ  

イ 葉巻たばこ  

ウ パイプたばこ  

エ 刻みたばこ  

オ 加熱式たばこ  

(2) かみ用の製造たばこ  

(3) かぎ用の製造たばこ  

（町たばこ税の納税義務者等） （町たばこ税の納税義務者等） 

第８４条の２ 略 第８４条 略 

（卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみな

す場合） 

（卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみな

す場合） 

第８５条 略 第８５条 略 

（製造たばことみなす場合）  

第８５条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であっ  
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て加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充 したもの（た

ばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以

下この条において「会社」という。）、加熱

式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気

となるグリセリンその他の物品又はこれらの

混合物を充 したものを製造した特定販売業

者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱に

より蒸気となるグリセリンその他の物品又は

これらの混合物を充 したものを会社又は特

定販売業者から委託を受けて製造した者その

他これらに準ずる者として施行規則第８条の

２の２で定める者により売渡し、消費等又は

引渡しがされたもの及び輸入されたものに限

る。以下この条及び次条第３項第１号におい

て「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）

は、製造たばことみなして、この節の規定を

適用する。この場合において、特定加熱式た

ばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加

熱式たばことする。 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第８６条 たばこ税の課税標準は、第８４条の

２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若

しくは消費等（以下この条及び第９０条にお

いて「売渡し等」という。）に係る製造たば

この本数とする。 

第８６条 たばこ税の課税標準は、第８４条第

１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しく

は消費等に係る製造たばこの本数とする。 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）

の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、

次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算

定については、同欄の区分に応じ、それぞれ

同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこ

の１本に換算するものとする。 

２ 前項の製造たばこの本数は、喫煙用の紙巻

たばこの本数によるものとし、次の表の左欄

に掲げる製造たばこの本数の算定について

は、同欄の区分に応じ、それぞれ当該右欄に

定める重量をもって喫煙用の紙巻たばこの１

本に換算するものとする。この場合において、

製造たばこ代用品の区分については、当該製

造たばこ代用品の性状による。 

区分 重量 

１ 喫煙用の製造たばこ   

ア 葉巻たばこ １グラム

区分 重量 

１ 喫煙用の製造たばこ   

ア パイプたばこ １グラム
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イ パイプたばこ １グラム

ウ 刻みたばこ ２グラム

 略 

 

イ 葉巻たばこ １グラム

ウ 刻みたばこ ２グラム

 略 

 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

 

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用

具を除く。）の重量の１グラムをもって紙

巻たばこの１本に換算する方法 

 

(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他

の施行規則第１６条の２の２で定めるもの

に係る部分の重量を除く。）の０．４グラ

ムをもって紙巻たばこの０．５本に換算す

る方法 

 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、

それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの１

本の金額に相当する金額（所得税法等の一

部を改正する法律（平成３０年法律第７号）

附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ

税の税率、一般会計における債務の承継等

に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に

関する法律（平成１０年法律第１３７号）

第８条第１項に規定するたばこ特別税の税

率、法第７４条の５に規定するたばこ税の

税率及び法第４６８条に規定するたばこ税

の税率をそれぞれ１，０００で除して得た

金額の合計額を１００分の６０で除して計

算した金額をいう。第８項において同じ。）

をもって紙巻たばこの０．５本に換算する

方法 

 

ア 売渡し等の時における小売定価（たば  
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こ事業法第３３条第１項又は第２項の認

可を受けた小売定価をいう。）が定めら

れている加熱式たばこ 当該小売定価に

相当する金額（消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）の規定により課されるべ

き消費税に相当する金額及び法第２章第

３節の規定により課されるべき地方消費

税に相当する金額を除く。） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ 

たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）

第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規

定の例により算定した金額 

 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第

３項第１号に掲げる方法により同号に規定す

る加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量

に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を第８４条に掲げる製造たばこの区

分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

３ 前項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量

を本数に換算する場合の計算は、第８４条第

１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しく

は消費等に係る製造たばこの品目ごとの１個

当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの

数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造た

ばこの区分ごとに合計し、その合計重量を喫

煙用の紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式た

ばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合における計算は、売渡し等に係る加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に

規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当

該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

 

６ 前２項の計算に関し、第４項の製造たばこ

の品目ごとの１個当たりの重量又は前項の加

熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

０．１グラム未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

４ 前項の計算に関し、製造たばこの品目ごと

の１個当たりの重量に０．１グラム未満の端

数がある場合には、その端数を切り捨てるも

のとする。 
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７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式た

ばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻

たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごと

の１個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの第３項第３号アに定める金

額又は紙巻たばこの１本のたばこ税に相当す

る金額に１銭未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて

計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数

がある場合には、その端数を切り捨てるもの

とする。 

 

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規

定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定

めるところによる。 

 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき５，６９２円とする。 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき５，２６２円とする。 

（たばこ税の課税免除） （たばこ税の課税免除） 

第８８条 略 第８８条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された

製造たばこにつき、法第４６９条第１項第１

号に規定する輸出業者が小売販売業者若しく

は消費者等に売渡しをし、又は消費等をした

場合には、当該製造たばこについて、当該輸

出業者を卸売販売業者等とみなして、第８４

条の２の規定を適用する。 

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された

製造たばこにつき、法第４６９条第１項第１

号に規定する輸出業者が小売販売業者若しく

は消費者等に売渡しをし、又は消費等をした

場合には、当該製造たばこについて、当該輸

出業者を卸売販売業者等とみなして、第８４

条の規定を適用する。 

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続） 
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第９０条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本

数の合計数（以下この節において「課税標準

数量」という。）及び当該課税標準数量に対

するたばこ税額、第８８条第１項の規定によ

り免除を受けようとする場合にあっては同項

の適用を受けようとする製造たばこに係るた

ばこ税額並びに次条第１項の規定により控除

を受けようとする場合にあっては同項の適用

を受けようとするたばこ税額その他必要な事

項を記載した施行規則第３４号の２様式によ

る申告書を町長に提出し、及びその申告に係

る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。

この場合において、当該申告書には、第８８

条第２項に規定する書類及び次条第１項の返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第１６号の５様

式による書類を添付しなければならない。 

第９０条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月

の初日から末日までの間における第８４条第

１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しく

は消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税

標準たる本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該課税標

準数量に対するたばこ税額、第８８条第１項

の規定により免除を受けようとする場合にあ

っては同項の適用を受けようとする製造たば

こに係るたばこ税額並びに次条第１項の規定

により控除を受けようとする場合にあっては

同項の適用を受けようとするたばこ税額その

他必要な事項を記載した施行規則第３４号の

２様式による申告書を町長に提出し、及びそ

の申告に係る税金を施行規則第３４号の２の

５様式による納付書によって納付しなければ

ならない。この場合において、当該申告書に

は、第８８条第２項に規定する書類及び次条

第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの

数量についての明細を記載した施行規則第１

６号の５様式による書類を添付しなければな

らない。 

２～５ 略 ２～５ 略 

附 則 附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第２１条、第４１条の

２第２項、第４６条第５項、第４８条第２項、

第５１条の１２第２項、第６６条第２項、第

９０条第５項、第９３条第２項、第１２５条

第２項（第１３２条において準用する場合を

含む。）及び第１２６条第２項（第１３２条

において準用する場合を含む。）に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、これらの規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（当該年の

第３条の２ 当分の間、第２１条、第４１条の

２第２項、第４６条第３項、第４８条第２項、

第５１条の１２第２項、第６６条第２項、第

９０条第５項、第９３条第２項、第１２５条

第２項（第１３２条において準用する場合を

含む。）及び第１２６条第２項（第１３２条

において準用する場合を含む。）に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、これらの規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（当該年の
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前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この条におい

て同じ。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この条におい

て「特例基準割合適用年」という。）中にお

いては、年１４．６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とする。 

前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この条におい

て同じ。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下この条におい

て「特例基準割合適用年」という。）中にお

いては、年１４．６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とする。 

２ 略 ２ 略 

（個人の町民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の町民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、町民税の所得割を課すべき

者のうち、その者の前年の所得について第３

２条の規定により算定した総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額が、３５

万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族

の数に１を加えた数を乗じて得た金額に１０

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶

者又は扶養親族を有する場合には、当該金額

に３２万円を加算した金額）以下である者に

対しては、第２５条第１項の規定にかかわら

ず、町民税の所得割（分離課税に係る所得割

を除く。）を課さない。 

第５条 当分の間、町民税の所得割を課すべき

者のうち、その者の前年の所得について第３

２条の規定により算定した総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額が、３５

万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族

の数に１を加えた数を乗じて得た金額（その

者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場

合には、当該金額に３２万円を加算した金額）

以下である者に対しては、第２５条第１項の

規定にかかわらず、町民税の所得割（分離課

税に係る所得割を除く。）を課さない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の

１とする。 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に

規定する市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

２ 略 ２ 略 

 ３ 法附則第１５条第２項第３号に規定する市

町村の条例で定める割合は２分の１とする。 
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３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市

町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

４ 法附則第１５条第２項第７号に規定する市

町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

４ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の

条例で定める割合は４分の３とする。 

５ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条の８第４項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６・７ 略 ７・８ 略 

８ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

 

９ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は３分の２とする。 

 

１０ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第３２項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は４分の３とする 

１０ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 １１ 法附則第１５条第３２項第２号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第３２項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 

１３ 法附則第１５条第３２項第３号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 

１４・１５ 略 １２・１３ 略 

１６ 法附則第１５条第４７項に規定する市町

村の条例で定める割合は１００分の０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として

同意導入促進基本計画（生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項に規定する同意導入促進基本計画をいう。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附
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則第１５条第４７項に規定する機械装置等に

あっては、１００分の０）とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ 略 第１０条の３ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 法附則第１５条の８第１項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に

提出しなければならない。 

３ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に

提出しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積並びに令附則第１２条第８項に規定

する従前の権利に対応する部分の床面積 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積並びに令附則第１２条第１７項に規

定する従前の権利に対応する部分の床面積 

(3) 略 (3) 略 

４ 法附則第１５条の８第２項の貸家住宅につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢

者の居住の安定確保に関する法律（平成１３

年法律第２６号）第７条第１項の規定の登録

を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の

建設に要する費用について令附則第１２条第

１２項第１号ロに規定する補助を受けている

旨を証する書類を添付した申告書を町長に提

出しなければならない。 

４ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢

者の居住の安定確保に関する法律（平成１３

年法律第２６号）第７条第１項の規定の登録

を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の

建設に要する費用について令附則第１２条第

２１項第１号ロに規定する補助を受けている

旨を証する書類を添付した申告書を町長に提

出しなければならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

５ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に

提出しなければならない。 

５ 法附則第１５条の８第５項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書を町長に

提出しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積並びに令附則第１２条第１５項にお

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積並びに令附則第１２条第２４項にお
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いて準用する同条第８項に規定する従前の

権利に対応する部分の床面積 

いて準用する同条第１７項に規定する従前

の権利に対応する部分の床面積 

(3) 略 (3) 略 

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に

要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第１７項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して町

長に提出しなければならない。 

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合

住宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐

震改修が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に

要した費用を証する書類及び当該耐震改修後

の家屋が令附則第１２条第２６項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して町

長に提出しなければならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居

住安全改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住

改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、同条第４項に規定する居

住安全改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 令附則第１２条第２１項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第１２条第３０項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項各

号のいずれに該当するかの別 

(5) 略 (5) 略 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令

附則第１２条第２２項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令

附則第１２条第３１項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 

(7) 略 (7) 略 

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専

有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内

８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専

有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了した日から３月以内
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に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添

付して町長に提出しなければならない。 

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第１０項各号に掲げる書類を

添付して町長に提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第１２条第２９項に規定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第１２条第３８項に規定する補助金等 

(6) 略 (6) 略 

９ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該特定耐震

基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第１０項各号に規

定する書類を添付して町長に提出しなければ

ならない。 

９ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する

特定耐震基準適合住宅について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該特定耐震

基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第１１項各号に規

定する書類を添付して町長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に

規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、法附則第１５条の９第９項に規定す

る熱損失防止改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならな

い。 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に

規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、法附則第１５条の９第９項に規定す

る熱損失防止改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第１２項各号に掲げる書

類を添付して町長に提出しなければならな

い。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第１２条第２９項に規定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第１２条第３８項に規定する補助金等 

(6) 略 (6) 略 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１３項に規定する補助に係る補助

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準

適合家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第７条第１４項に規定する補助に係る補助
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金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第１７項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。 

金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律（平成７年法律第１２３号）

第７条又は附則第３条第１項の規定による報

告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則

第１２条第２６項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して町長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 施行規則附則第７条第１３項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第７条第１４項に規定する

補助の算定の基礎となった当該耐震基準適

合家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) 略 (6) 略 

１２ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に

供する施設である旨を証する書類を添付して

町長に提出しなければならない。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積 

 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条第３号に規定する

劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定

する集会場若しくは公会堂のいずれに該当

するかの別 
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(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日  

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日  

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から

３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなか

った理由 

 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税

の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税

の特例） 

第１７条の２ 略 第１７条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条

から第３５条の２まで、第３６条の２、第３

６条の５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の

９の規定の適用を受けるときは、当該土地等

の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しないものと

みなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置

法第３３条から第３３条の４まで、第３４条

から第３５条の２まで、第３６条の２、第３

６条の５、第３７条、第３７条の４から第３

７条の７まで、第３７条の９の４又は第３７

条の９の５の規定の適用を受けるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住

宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しな

いものとみなす。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第２条関係） 

新 旧 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第８６条 略 第８６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．６を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．４を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．４を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

４～１０ 略 ４～１０ 略 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第１０条の２ 略 第１０条の２ 略 

２～１３ 略 ２～１３ 略 

１４ 法附則第１５条第４３項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第４５項に規定する市町

村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第４６項に規定する市町

村の条例で定める割合は１００分の０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として

同意導入促進基本計画（生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項に規定する同意導入促進基本計画をいう。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附

則第１５条第４７項に規定する機械装置等に

あっては、１００分の０）とする。 

１６ 法附則第１５条第４７項に規定する市町

村の条例で定める割合は１００分の０（生産

性の向上に重点的に取り組むべき業種として

同意導入促進基本計画（生産性向上特別措置

法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２

項に規定する同意導入促進基本計画をいう。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附

則第１５条第４７項に規定する機械装置等に

あっては、１００分の０）とする。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第３条関係） 

新 旧 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第８６条 略 第８６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．４を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．６を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．６を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．６を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．４を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．４を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、

それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの１

本の金額に相当する金額（所得税法等の一

部を改正する法律（平成３０年法律第７号）

附則第４８条第１項第２号に定めるたばこ

税の税率、一般会計における債務の承継等

に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に

関する法律（平成１０年法律第１３７号）

第８条第１項に規定するたばこ特別税の税

率、法７４条の５に規定するたばこ税の税

率及び法第４６８条に規定するたばこ税の

税率をそれぞれ１，０００で除して得た金

額の合計額を１００分の６０で除して計算

した金額をいう。第８項において同じ。）

をもって紙巻たばこの０．５本に換算する

方法 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、

それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの１

本の金額に相当する金額（所得税法等の一

部を改正する法律（平成３０年法律第７号）

附則第４８条第１項第１号に定めるたばこ

税の税率、一般会計における債務の承継等

に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に

関する法律（平成１０年法律第１３７号）

第８条第１項に規定するたばこ特別税の税

率、法７４条の５に規定するたばこ税の税

率及び法第４６８条に規定するたばこ税の

税率をそれぞれ１，０００で除して得た金

額の合計額を１００分の６０で除して計算

した金額をいう。第８項において同じ。）

をもって紙巻たばこの０．５本に換算する

方法 

ア・イ 略 ア・イ 略 

４～１０ 略 ４～１０ 略 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき６，１２２円とする。 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき５，６９２円とする。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第４条関係） 

新 旧 

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準） 

第８６条 略 第８６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．４を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．６を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．６を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、

それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの１

本の金額に相当する金額（たばこ税法（昭

和５９年法律第７２号）第１１条第１項に

規定するたばこ税の税率、一般会計におけ

る債務の承継等に伴い必要な財源の確保に

係る特別措置に関する法律（平成１０年法

律第１３７号）第８条第１項に規定するた

ばこ特別税の税率、法７４条の５に規定す

るたばこ税の税率及び法第４６８条に規定

するたばこ税の税率をそれぞれ１，０００

で除して得た金額の合計額を１００分の６

０で除して計算した金額をいう。第８項に

おいて同じ。）をもって紙巻たばこの０．

５本に換算する方法 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、

それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの１

本の金額に相当する金額（所得税法等の一

部を改正する法律（平成３０年法律第７号）

附則第４８条第１項第２号に定めるたばこ

税の税率、一般会計における債務の承継等

に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に

関する法律（平成１０年法律第１３７号）

第８条第１項に規定するたばこ特別税の税

率、法７４条の５に規定するたばこ税の税

率及び法第４６８条に規定するたばこ税の

税率をそれぞれ１，０００で除して得た金

額の合計額を１００分の６０で除して計算

した金額をいう。第８項において同じ。）

をもって紙巻たばこの０．５本に換算する

方法 

ア 略 ア 略 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ 

たばこ税法第１０条第３項第２号ロ及び

第４項の規定の例により算定した金額 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ 

たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）

第１０条第３項第２号ロ及び第４項の規

定の例により算定した金額 

４～１０ 略 ４～１０ 略 
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新 旧 

（たばこ税の税率） （たばこ税の税率） 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき６，５５２円とする。 

第８７条 たばこ税の税率は、１，０００本に

つき６，１２２円とする。 
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大口町税条例の一部改正新旧対照表（第５条関係） 

新 旧 

（製造たばことみなす場合） （製造たばことみなす場合） 

第８５条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であっ

て加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充 したもの（た

ばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以

下この条において「会社」という。）、加熱

式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気

となるグリセリンその他の物品又はこれらの

混合物を充 したものを製造した特定販売業

者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱に

より蒸気となるグリセリンその他の物品又は

これらの混合物を充 したものを会社又は特

定販売業者から委託を受けて製造した者その

他これらに準ずる者として施行規則第８条の

２の２で定める者により売渡し、消費等又は

引渡しがされたもの及び輸入されたものに限

る。以下この条において「特定加熱式たばこ

喫煙用具」という。）は、製造たばことみな

して、この節の規定を適用する。この場合に

おいて、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製

造たばこの区分は、加熱式たばことする。  

第８５条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であっ

て加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充 したもの（た

ばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以

下この条において「会社」という。）、加熱

式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気

となるグリセリンその他の物品又はこれらの

混合物を充 したものを製造した特定販売業

者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱に

より蒸気となるグリセリンその他の物品又は

これらの混合物を充 したものを会社又は特

定販売業者から委託を受けて製造した者その

他これらに準ずる者として施行規則第８条の

２の２で定める者により売渡し、消費等又は

引渡しがされたもの及び輸入されたものに限

る。以下この条及び次条第３項第１号におい

て「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）

は、製造たばことみなして、この節の規定を

適用する。この場合において、特定加熱式た

ばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加

熱式たばことする。  

（たばこ税の課税標準）  （たばこ税の課税標準）  

第８６条 略 第８６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻

たばこの本数の合計数によるものとする。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの

本数は、第１号に掲げる方法により換算した

紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した

紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法によ

り換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じ

て計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲

げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

０．８を乗じて計算した紙巻たばこの本数の

合計数によるものとする。 

 (1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用

具を除く。）の重量の１グラムをもって紙
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新 旧 

巻たばこの１本に換算する方法 

(1)・(2) 略 (2)・(3) 略 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合におけ

る計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目

ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を第８４条

に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、そ

の合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第

３項第１号に掲げる方法により同号に規定す

る加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に

換算する場合における計算は、売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量

に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た重量を第８４条に掲げる製造たばこの区

分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

５ 第３項第１号に掲げる方法により加熱式た

ばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合における計算は、売渡し等に係る加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に

規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当

該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式た

ばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合における計算は、売渡し等に係る加熱式た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に

規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当

該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得

た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

６ 略 ６ 略 

７ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式た

ばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻

たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごと

の１個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式た

ばこに係る同号ア又はイに定める金額を紙巻

たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごと

の１個当たりの同号ア又はイに定める金額に

当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて

得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとす

る。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの第３項第２号アに定める金

額又は紙巻たばこの１本のたばこ税に相当す

る金額に１銭未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ご

との１個当たりの第３項第３号アに定める金

額又は紙巻たばこの１本のたばこ税に相当す

る金額に１銭未満の端数がある場合には、そ

の端数を切り捨てるものとする。 
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新 旧 

 ９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に同項に規定する数を乗じて

計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数

がある場合には、その端数を切り捨てるもの

とする。 

９ 略 １０ 略 
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大口町税条例等の一部を改正する条例（平成２７年大口町条例第２０号）の一部改正新旧対

照表（第６条関係） 

新 旧 

附 則 附 則 

（たばこ税に関する経過措置）  （たばこ税に関する経過措置）  

第５条 略 第５条 略 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

る紙巻たばこ３級品に係るたばこ税の税率

は、大口町税条例第８７条の規定にかかわら

ず、当該各号に定める税率とする。 

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

る紙巻たばこ３級品に係るたばこ税の税率

は、新条例第８７条の規定にかかわらず、当

該各号に定める税率とする。 

(1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日まで １，０００本につき２，９２

５円 

(1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月

３１日まで １，０００本につき２，９２

５円 

(2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日まで １，０００本につき３，３５

５円 

(2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月

３１日まで １，０００本につき３，３５

５円 

(3) 平成３０年４月１日から平成３１年９月

３０日まで １，０００本につき４，００

０円 

(3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日まで １，０００本につき４，００

０円 

３ 略 ３ 略 

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５

条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６

９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡

しを除く。以下この条において同じ。）が行

われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等（大口町税条例第８

４条の２第１項に規定する卸売販売業者等を

いう。以下この条において同じ。）又は小売

販売業者がある場合において、これらの者が

所得税法等の一部を改正する法律（平成２７

年法律第９号。以下「所得税法等改正法」と

いう。）附則第５２条第１項の規定により製

造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級

品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５

条第１項に規定する売渡し又は同条第２項に

規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６

９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡

しを除く。以下この条において同じ。）が行

われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため

所持する卸売販売業者等（新条例第８４条第

１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下

この条において同じ。）又は小売販売業者が

ある場合において、これらの者が所得税法等

の一部を改正する法律（平成２７年法律第９

号。以下「所得税法等改正法」という。）附

則第５２条第１項の規定により製造たばこの

製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出し
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新 旧 

から移出したものとみなして同項の規定によ

りたばこ税を課されることとなるときは、こ

れらの者が卸売販売業者等として当該紙巻た

ばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等で

ある場合には町の区域内に所在する貯蔵場

所、これらの者が小売販売業者である場合に

は町の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級

品を直接管理する営業所において所持される

ものに限る。）を同日に小売販売業者に売り

渡したものとみなして、たばこ税を課する。

この場合におけるたばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３

級品の本数とし、当該たばこ税の税率は、１，

０００本につき４３０円とする。 

たものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品

（これらの者が卸売販売業者等である場合に

は町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には町の区域内

に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理

する営業所において所持されるものに限る。）

を同日に小売販売業者に売り渡したものとみ

なして、たばこ税を課する。この場合におけ

るたばこ税の課税標準は、当該売り渡したも

のとみなされる紙巻たばこ３級品の本数と

し、当該たばこ税の税率は、１，０００本に

つき４３０円とする。 

５～１２ 略 ５～１２ 略 

１３ 平成３１年１０月１日前に地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

た紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第５２条第１２項の規定により製造た

ばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を

同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりた

ばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ

３級品（これらの者が卸売販売業者等である

場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には町の

区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直

接管理する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り渡した

ものとみなして、たばこ税を課する。この場

合におけるたばこ税の課税標準は、当該売り

渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の

本数とし、当該たばこ税の税率は、１，００

１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６

５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた

紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５２条第１２項の規定により製造たば

この製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場

合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これ

らの者が小売販売業者である場合には町の区

域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、たばこ税を課する。この場合

におけるたばこ税の課税標準は、当該売り渡

したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本

数とし、当該たばこ税の税率は、１，０００
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新 旧 

０本につき１，６９２円とする。 本につき１，２６２円とする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の

規定によりたばこ税を課する場合について準

用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の

規定によりたばこ税を課する場合について準

用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０

条第４項 

附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項 

平成２８年

５月２日 

平成３１年１０月３１日 

第６項 平成２８年

９月３０日 

平成３２年３月３１日 

 略  

 

第５項 前項 第１３項 

附則第２０

条第４項 

附則第２０条第１４項にお

いて準用する同条第４項 

平成２８年

５月２日 

平成３１年４月３０日 

第６項 平成２８年

９月３０日 

平成３１年９月３０日 

 略  
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の目的及び概要 

(1) 個人町民税における給与所得控除制度等の見直し 

働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけではなく、様々な形で働く人を

応援し、「働き方改革」を後押しするとともに、所得再分配機能の回復を目的

とし、所要の整備を図る必要があるため改正するものです。 

その概要は、平成３３年度分個人町民税から、給与所得控除、公的年金等控

除を減額（▲１０万円）し、その分を基礎控除（３３万円＋１０万円＝４３万

円）へ振り替えるものです。働き方の違いによる経費の取扱いを見直し、全て

の人に適用される基礎控除の額を引き上げることで所得計算の公平性を確保し

ます。 

併せて、給与所得控除の上限引下げ（上限となる給与収入１，０００万円超

→８５０万円超）、公的年金等控除の上限設定（上限となる公的年金等収入１，

０００万円超）、特に高額の所得がある者（合計所得金額２，４００万円超）

に限り基礎控除の見直しが行われます。これは、高額所得者に税負担の軽減措

置を行う必要はないであろうとの指摘を踏まえたもので、所得再分配機能の回

復を図ります。 

一例としては、給与収入のみの方で、年収が８５０万円以下の場合は、給与

所得控除と基礎控除の振替となり、新たな税負担は生じませんが、事業所得以

外の収入がない個人事業主の方は、基礎控除の引上げに伴い税負担が軽減され

ることになります。 

今回の改正における効果は、子育てや介護との両立から在宅で仕事を請け負

う方や、副業や兼業を行う方などが減税の恩恵を得ることになり、これらが本

主旨にある「より一層ライフスタイルに合わせた働き方の選択を後押しするこ

と」（＝働き方改革）に繋がります。（別添、図解１参照） 

なお、施行期日は平成３３年１月１日とします。 
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(2) 町たばこ税の税率及び加熱式たばこの課税方式等の見直し 

高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、財政物資としての町た

ばこ税の負担水準を見直すとともに、加熱式たばこと紙巻たばことの間に存在

する税率格差を是正することを目的とし、所要の整備を図る必要があるため改

正するものです。 

今回の税制改正により、たばこ税の税率が引き上げられ、紙巻たばこと加熱

式たばこは、値上がりする見通しで、８年ぶりのたばこ増税は、一般的な「紙

巻たばこ」と火を使わない「加熱式たばこ」で、それぞれ、段階的に引き上げ

られます。 

まず、「紙巻たばこ」は、平成３０年以後、３回に分けて増税されます。現

在、紙巻たばこの税額は、国と地方を合わせて１本あたり１２．２４４円で、

これを平成３０年、平成３２年、平成３３年に１円ずつ、合計３円引き上げま

す。平成３１年度は、消費税率の引上げ予定のため、たばこ税は引き上げませ

ん。 

参考までに、１箱（２０本入り）の税額は、合計６０円上がり、1箱４４０円

の商品は、１箱５００円になります。 

次に、「加熱式たばこ」は、新たな区分を設け、課税方式そのものを見直す

ことになりました。加熱式たばこは、従来の紙巻たばこに比べて、臭いや煙が

少ないため、利用者が急増し、国内たばこ市場で１割程度を占めるまでに急成

長しています。現在、商品に含まれる加熱式のたばこ税は、紙巻たばこより低

く、かつ、その税額も、紙巻たばこのおよそ１５％～８０％でメーカーごとに

バラバラなため、平成３０年以後５年間、５回に分けて緩やかに増税し、その

割合を紙巻たばこの７～９割に引き上げます。（別添、図解２参照） 

なお、施行期日はそれぞれ次のとおりとします。 

ア 町たばこ税の税率の引上げ 

平成３０年１０月１日施行とします。ただし、激変緩和の観点から、平

成３０年、平成３２年及び平成３３年の各年１０月１日の３段階で施行し

ます。 
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イ 旧３級品の紙巻たばこに係る税率の引上げ 

 平成３１年１０月１日施行とします。 

ウ 加熱式たばこの課税方式の見直し 

平成３０年１０月１日施行とします。ただし、激変緩和の観点から、平成

３０年から平成３４年までの各年１０月１日の５段階で施行します。 

 

(3)固定資産税（償却資産）に係る中小企業の設備投資の支援特例措置（地域決定

型地方税制特例措置（わがまち特例））の創設 

   国では、２０２０年までの３年間を「生産性革命集中投資期間」と位置付け、

税制や予算、規制改革を通じて賃上げや技術革新を促す内容を示しました。これ

は、企業が自己の収益を生産性の向上のための設備投資等に振り向け、持続的な

賃上げが可能となる環境を作り出して、成長と分配の好循環を生み出すような

「生産性革命」の実現に向けたものです。そして、この期間における臨時、異例

の措置として、地域の中小企業による設備投資促進に向けた３年間の時限的な制

度が創設されました。 

この方針を受けた市町村では、国が示した「生産性向上特別措置法」の規定よ

り、中小企業が行う一定の設備投資については、独自の裁量で固定資産税（償却

資産）を２分の１からゼロの範囲内において軽減できることとなりました。 

具体的には、市町村が策定する「導入促進基本計画」に適合し、かつ、労働生

産性を年平均３％以上向上させるものとして認定を受けた中小企業者等の先端

設備等導入計画に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の

用に直接供させるもののうち、同法の施行の日から平成３３年３月３１日までの

間において取得されるものとなっています。これに係る固定資産税（償却資産）

については、課税標準を最初の３年間、市町村の定める割合を乗じて得た額とす

る措置が講じられ、本町ではこの率を最大限のゼロとし、中小企業の生産性向上

を後押ししていきます。（別添、図解３参照） 

なお、生産性向上特別措置法の施行期日から施行します。 
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１　給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替

▲１０万円

▲１０万円 ＋10万円

２　住民税所得割額の算出例（控除は基礎控除のみとした場合）

■サラリーマンなどの給与所得者（年収８５０万円の場合）

給与収入 基礎控除額

８５０万円 ３３万円

８５０万円 ４３万円

影響なし

■個人事業主などの事業所得者（所得５００万円の場合）

事業所得

概算住民税

所得割額

５００万円 ４６．７万円

５００万円 ４５．７万円

基礎控除額

改正後 ４３万円 減額　１万円

個人住民税の基礎控除額

３３万円⇒４３万円

フリーランス、請

負等による収入

経    費

※給与所得と年金所得の双方を有する者につ

いては、片方に係る控除のみが減額される

改正前 ３３万円

給与所得

概算住民税

所得割額

改正前 ６４５万円 ６１．２万円

改正後 ６５５万円 ６１．２万円

参照：図解１

給与 給与所得控除 給与所得控除等から

基礎控除へ振替

公的年金等 公的年金等控除

基礎控除等

税額

（×税率１０％）
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①

　

導

入

促

進

指

針

の

策

定

市

町

村

②

　

導

入

促

進

基

本

計

画

の

策

定

（

導

入

促

進

基

本

計

画

）

＜参考＞償却資産課税の特例措置と国の補助事業（補助金）との関連

④申請

⑨地方税法及び税

条例において固定

資産税の減免

　国では市町村が定める同特例に先んじて、以下の補助金の公募を行っています。

　①ものづくり・サービス補助金 （ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業）

　②持続化補助金 （小規模事業者持続化補助金）

　③サポイン補助金 （戦略的基盤技術高度化支援事業）

　④ＩＴ導入補助金 （サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業）

　採択にあたっては、固定資産税をゼロにする市町村で同特例を適用する事業者を優先

されることとなっています。

　そのことを鑑み、本町では償却資産税率をゼロとし、補助金採択の優位性と固定資産

税（償却資産）減免の両面から後押ししていきます。

　なお、補助金①は、補助率がアップします。

参照：図解３

先端設備投資の固定資産税減免制度の流れ

⑤協議

事

業

者

③

　

先

端

設

備

等

導

入

計

画

の

作

成

⑥同意 ⑦認定

⑧申告

国

- 55 -


